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出
）
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旨

）

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
食
品
衛
生
法
に
違
反
す
る
食
品
等
の
販
売
や
輸
入
の
事
例
が
続
発
し
て
い
る
状
況
等
に
か
ん

が
み

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め

食
品
衛
生
法
違
反
と
な
る
お
そ
れ
が
高
い
一
定
の
食
品
等
に
つ
い
て

、

、

、

そ
の
輸
入
、
販
売
等
を
包
括
的
に
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
の
国
若
し
く
は
地
域
に
お
い
て
製
造
等
が
な
さ
れ
、
又
は
特
定
の
者
に
よ
り
製
造
等
が
な
さ
れ

た
特
定
の
食
品
又
は
添
加
物
に
つ
い
て
、
食
品
衛
生
法
違
反
の
食
品
等
が
相
当
程
度
含
ま
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
健
康
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
程
度
等
を
勘
案
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
の
上
、
薬

事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
食
品
等
の
輸
入
、
販
売
等
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
一
の
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
利
害
関
係
者
か
ら
の
申
請
等
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
上
の

危
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
輸
入
、
販
売
等
の
禁
止

措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
解
除
す
る
も
の
と
す
る
。
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三
、
器
具
、
容
器
包
装
及
び
乳
幼
児
用
お
も
ち
ゃ
に
つ
い
て
も
、
一
、
二
と
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
食
品
衛
生
法
に
違
反
し
た
者
の
名
称
等
を
公
表
し
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
状

況
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
新
た
な
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
の
罰
則
を
設
け
る
と
と
も
に
、
食
品
衛
生
法
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
す

る
罰
金
の
引
上
げ
を
行
う
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


